
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

○ 受 付 期 間  令和８年５月１２日（火）から令和８年６月１５日（月）午後５時まで 

                                 

○ 第１次試験  令和８年７月１２日（日） 

 

１ 試験職種・採用予定人員・職務内容 

試 験 職 種 採用予定人員 職 務 内 容 

行政（Ａ・Ｂ） ２４名程度 行政事務に従事します。 

土 木 ２名程度 土木に関する技術的かつ専門的業務に従事します。 

社 会 福 祉 士 ２名程度 社会福祉に関する専門的業務に従事します。 

学 芸 員 

（ 考 古 ） 
２名程度 

市の歴史に関する調査研究、埋蔵文化財の発掘調査や

博物館の運営に関する業務等の専門業務に従事します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和９年度採用 石巻市職員上級（大学卒程度）採用試験要項 

≪ 行政・土木・社会福祉士・学芸員 ≫ 
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２ 受験資格 

(1) 年齢・資格 

試 験 職 種 受 験 資 格 

行政（Ａ・Ｂ） 

次のいずれかの要件に該当する者 

①  平成９年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者 

（学歴は問わないが、大学卒業程度の学力を必要とする。） 

②  平成１７年４月２日以降に生まれた者で、次に該当する者 

＜いわゆる飛び入学による大学卒業（見込み）者の特例＞ 

学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は令和９

年３月までに卒業する見込みの者 

土 木 

次のいずれかの要件に該当する者 

①  平成４年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者 

（学歴は問わないが、大学卒業程度の学力を必要とする。） 

②  平成１７年４月２日以降に生まれた者で、次に該当する者 

＜いわゆる飛び入学による大学卒業（見込み）者の特例＞ 

学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は令和９

年３月までに卒業する見込みの者 

社 会 福 祉 士 

次のいずれにも該当する者 

①  平成９年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者 

②  社会福祉士の資格を有する者又は令和９年３月３１日までに取得する

見込みの者 

学 芸 員 

（考古） 

次のいずれにも該当する者 

①  平成９年４月２日以降に生まれた者 

②  学校教育法による大学院又は大学（短期大学を除く。）において考古学

に類する課程を卒業（修了）した者又は令和９年３月３１日までに卒業

（修了）する見込みの者で、発掘調査の実務経験を有し、博物館法第５

条第１項に規定する学芸員の資格を有する者又は令和９年３月３１日ま

でに取得する見込みの者 

 

(2) 次のいずれかに該当する者は、(1)の要件を満たしていても受験できません。 

・ 日本の国籍を有しない者 

・ 石巻市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３ 試験日時・試験科目・試験会場 

試 験 日 時 試 験 科 目 対象者 試験会場 

第 

１ 

次 

試 

験 

令和８年 

７月１２日

（日） 

10:00～12:00 教 養 試 験 

行 政 ( Ａ ) 

 

 

 

 

 

 

石巻専修大学 

   ４号館 

 

（変更となる場合 

があります。） 

 

 

 

 

 

13:00～15:00 専 門 試 験 

15:20～16:20 論 文 試 験 

16:40～17:00 職 場 適 応 力 診 断 

10:00～12:00 教 養 試 験 

行 政 ( Ｂ ) 

13:00～13:50 事 務 適 性 検 査 

14:10～14:30 職 場 適 応 力 診 断 

14:50～15:50 論 文 試 験 

10:00～12:00 教 養 試 験 

土 木 

13:00～15:00 専 門 試 験 

15:20～16:20 論 文 試 験 

16:40～17:00 職 場 適 応 力 診 断 

10:00～12:00 教 養 試 験 

社 会 福 祉 士 

13:00～14:30 専 門 試 験 

14:50～15:50 論 文 試 験 

16:10～16:30 職 場 適 応 力 診 断 

10:00～12:00 教 養 試 験 

学 芸 員 13:00～14:00 論 文 試 験 

14:20～14:40 職 場 適 応 力 診 断 

第
２
次
試
験 

令和８年８月８日（土）～ 

１１日（火）のうち指定する 

１日 

面 接 試 験 
第 １ 次 試 験 

合 格 者 の み 

後日決定 

（別途通知） 
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４ 試験内容 

試 験 科 目 内  容 
問題数 

時間等 

第１次試験 

教 養 試 験 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並

びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解

釈に関する一般知能 

４０題 

２時間 

専 

門 

試 

験 

行 政 ( Ａ ) 
政治学、行政学、憲法、行政法、民法、経済学、

財政学、社会政策、国際関係 

４０題 

２時間 

土  木 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測

量、土木計画、都市計画、材料・施工 

３０題 

２時間 

社 会 福 祉 士 
社会福祉概論、社会保障、社会学概論、心理学

概論 

３０題 

1 時間 30 分 

事 務 適 性 検 査 

※行政(Ｂ)のみ 

事務能力診断検査（照合・分類・言語・計算・

読図・記憶） 

１６３題 

５ ０ 分 

論 文 試 験 
公務員として必要な識見、判断力、思考力等に

ついての記述試験 

８ ０ ０ 字

１ 時 間 

職場適応力診断 公務員に求められる資質についての検査 
１３２題 

２ ０ 分 

第２次試験 面 接 試 験 公務員としての適格性についての面接 

※ 最終合格者は、所定の健康診断書を提出していただきます。   
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５ 受験手続 

受 験 の 

申込方 法 

インターネットの専用サイト（パブリックコネクト）より入力を行ってください。 

※申込フォームは、下記を選択してください。 

・行政（Ａ）：【上級（大学卒程度）】行政Ａ（専門試験） 

・行政（Ｂ）：【上級（大学卒程度）】行政Ｂ（事務適性検査） 

・土 木：【上級（大学卒程度）】土木 

・社会福祉士：【上級（大学卒程度）】社会福祉士 

・学 芸 員：【上級（大学卒程度）】学芸員（考古） 

 

 

ＵＲＬ： https://public-connect.jp/employer/45715/job/list 
 

● 専用サイト（パブリックコネクト）への無料会員登録後、申込み（エントリー）が

可能となります。 

● 原則申込フォームからの申込みとなります。 

受付期間 

令和８年５月１２日（火）午前８時３０分から６月１５日（月）午後５時まで 

● 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は受験できません。余裕をもって申込み

をしてください。 

受験票 の 

交 付 

●  受験票は専用サイト（パブリックコネクト）で申込み後、マイページのエントリー

一覧からダウンロードし、印刷の上、試験当日に持参してください。 

問 合 せ 先 
●〒986-8501 石巻市穀町１４番１号 石巻市総務部人事課 

 0225-95-1111 内線 4065 

   ※試験要項は、石巻市総務部人事課、各総合支所及び支所で配布します。※土日祝日を除きます。 

 

６ 合格発表・採用手続等 

合格 

発表 

第１次 ７月下旬～８月上旬に公告するほか、受験者全員に通知します。 

第２次 ８月下旬に公告するほか、第２次試験受験者全員に通知します。 

採 用 時 期 
原則として、令和９年４月１日から採用します。 

ただし、採用予定日より前倒しで採用する場合もあります。 

留 意 事 項 

令和８年１２月２５日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等

事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（以下「こ

ども性暴力防止法」という。）に基づき、こどもと接する業務の従事者について

は、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となりま

す。特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴

力防止法に基づき、当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要がある

ため、採用までの間に、書面等により特定性犯罪事実該当者であるか否かを確

認することがあります。なお、この結果、該当者であることが判明した場合は、

当該業務に従事することができない、または採用しないことがありますので、

あらかじめご了承ください。 

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容については、こども性暴力

防止法第２条第７項及び第８項を参照してください。 

申込フォームはこちらから 
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７ 給与 

 (1) 令和８年４月１日採用の新卒者の初任給は次のとおりですが、人事院勧告等により４月に 

遡及改正されることがあります。 

初 任 給 

大学卒業者 ２３２，０００円 

大学院修士課程修了者 ２４２，０００円 

 

(2) 上記のほか、期末・勤勉手当、通勤手当、住居手当、扶養手当等がそれぞれの要件により 

支給されます。 


